
北海道社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例をここに公布する。

平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第７８号

北海道社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例

（設置）

第１条 国から交付される社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金等を積み立

て、地震又は火災の発生時に自ら避難することが困難な者が多く入所する社会

福祉施設等の安全性の確保を図るため、北海道社会福祉施設等耐震化等臨時特

例基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立額）

第２条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

（基金の使用）

第３条 基金は、第１条に規定する目的を達成するための事業に必要な経費に充

てる場合に限り、これを使用することができる。

２ 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り

出し、その歳出として支出するものとする。

（現金の管理）

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、こ

の基金に編入するものとする。

（繰替運用等）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一

般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することが

できる。

（知事への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が

定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。

北海道介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例をここに公布する。
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平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第７９号

北海道介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例

（設置）

第１条 国から交付される介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を積み立て、地域

密着型介護老人福祉施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２０項

に規定する施設をいう。）その他の介護のサービスを提供する小規模な施設の

整備等の促進を図るため、北海道介護基盤緊急整備等臨時特例基金（以下「基

金」という。）を設置する。

（積立額）

第２条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

（基金の使用）

第３条 基金は、第１条に規定する目的を達成するための事業に必要な経費に充

てる場合に限り、これを使用することができる。

２ 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り

出し、その歳出として支出するものとする。

（現金の管理）

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、こ

の基金に編入するものとする。

（繰替運用等）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一

般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することが

できる。

（知事への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が

定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。

北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金条例をここに公布する。

平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第８０号

北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金条例

（設置）

第１条 国から交付される介護職員処遇改善等臨時特例交付金を積み立て、介護

職員の処遇の改善及び介護老人福祉施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第８条第２４項に規定する施設をいう。）その他の介護のサービスを提供する施

設の開設等の促進を図るため、北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金（以下

「基金」という。）を設置する。

（積立額）

第２条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

（基金の使用）

第３条 基金は、第１条に規定する目的を達成するための事業に必要な経費に充

てる場合に限り、これを使用することができる。

２ 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り

出し、その歳出として支出するものとする。

（現金の管理）

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、こ

の基金に編入するものとする。

（繰替運用等）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一
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告 示

北海道告示第５６９号

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定により、平成２１年度（第３８回）
採石業務管理者試験を次のとおり実施する。
平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 試験期日及び試験時間 平成２１年１０月９日（金）午前１０時から正午まで
２ 試験地及び試験場所

� 試 験 地 札幌市、函館市、江差町、倶知安町、岩見沢市、旭川市、留
萌市、稚内市、網走市、室蘭市、浦河町、帯広市、釧路市及び
根室市

� 試 験 場 所 受験票により受験者に通知する。
３ 試 験 科 目
� 岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事項を含む。）
� 岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ（脱水処理に伴って生ずる
湿状の岩石粉）の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的
な事項

４ 受 験 願 書 提 出 先 受験希望地に所在する支庁の産業振興部商工労働観光課に提
出すること。

５ 受付期間及び受付時間 平成２１年８月３１日（月）から同年９月１８日（金）まで（日曜
日及び土曜日を除く。）の午前８時４５分から午後５時３０分まで
なお、郵送等の場合は、平成２１年９月１８日（金）までの通信
日付印のあるものに限り受け付ける。

６ 提 出 書 類
� 受験願書（採石法施行規則（昭和２６年通商産業省令第６号）様式第９によること。）
� 写真（縦５センチメートル、横４センチメートル、受験願書提出前６月以内に撮影し
た正面上半身像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものであるこ
と。）

７ 受 験 手 数 料
受験手数料（８，０００円）は、北海道収入証紙で納付するものとし、受験願書の所定欄に
これをはり付けること。
８ そ の 他
受験に関して不明な点があるときは、各支庁産業振興部商工労働観光課、後志支庁小�
商工労働事務所又は北海道経済部産業立地推進局資源エネルギ－課に照会すること。

北海道告示第５７０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、江丹別土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２１．４．１ 理 事 小 林 健 蔵 旭川市江丹別町芳野３４６番地
同 同 同 菅 原 金次郎 同 江丹別町中央９６番地の２

般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することが

できる。

（知事への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が

定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

北海道安心こども基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第８１号

北海道安心こども基金条例の一部を改正する条例

北海道安心こども基金条例（平成２１年北海道条例第３号）の一部を次のように

改正する。

第１条中「実施、」を「実施及び」に、「対応」を「対応、地域の創意工夫によ

る子育ての取組等への支援、一人親家庭等への支援の拡充、社会的養護に関する

支援の拡充」に改める。

附則第２項中「平成２３年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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就 任 平成２１．４．１ 理 事 池 田 冨士世 旭川市江丹別町拓北５５８番地
同 同 同 武 石 尚 志 同 江丹別町嵐山１９７番地の６
同 同 同 渡 部 弘 同 江丹別町嵐山５９番地の１１
同 同 監 事 森 内 恒 夫 同 江丹別町嵐山３４７番地の２
同 同 同 北 井 伸 幸 同 江丹別町中央２４４番地の３
退 任 平成２１．３．３１ 理 事 小 林 健 蔵 同 江丹別町芳野３４６番地
同 同 同 三 浦 幸 直 同 江丹別町嵐山２０６番地の７
同 同 同 池 田 冨士世 同 江丹別町拓北５５８番地
同 同 同 武 石 尚 志 同 江丹別町嵐山１９７番地の６
同 平成２０．３．３１ 同 加賀美 邦 彦 同 江丹別町芳野２３８番地の８
同 平成２１．３．３１ 監 事 杉 山 茂 同 江丹別町共和６８番地
同 平成２０．５．３１ 同 楠 正 美 同 江丹別町富原２７８番地

北海道告示第５７１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 余市郡余市町豊丘町１２２７の１、１２２７の３
２ 指 定 の 目 的 水源のかん養
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道後志支庁産業振興部林務課及び余市
町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５７２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 解除予定保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内１の１２・１の１３（以上２筆につ
いて次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内１の１２・１の１３（以上２筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
３� 解除予定保安林の所在場所 釧路市音別町４の１（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を関係支庁産業振興部林務課並びに釧路市役所及び厚
真町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５７３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

小�市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志支庁産
業振興部林務課及び小�市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５７４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
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その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 道路の種類 道道

２ 路 線 名 白老大滝線

３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
白老郡白老町字白老８６１番地先（河川敷地）から 前 ２７．５０�から ４５４．００� ――白老郡白老町字白老８６６番地先（河川敷地）まで ７１．５０�まで

後 ４７．００�から ４５４．００� ――９４．００�まで

北海道告示第５７５号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規

定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。

その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて

縦覧に供する。

平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

室蘭港北町２丁目３地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１１号までを順次結んだ線及び標柱１号と

標柱１１号とを結んだ線によって囲まれた区域

市 字 地番 標柱番号

室蘭市 港北町２丁目 ３４１番１１ １

同 同 ３４１番１５ ２

同 同 ３４１番１６ ３

同 同 ３４１番１７ ４

同 同 ３４１番１９ ５

同 同 ３５７番３１ ６

同 同 ３５７番５５ ７

同 同 ３５７番３２ ８

同 同 ３５７番１７０ ９

同 同 ３４１番６ １０

同 同 ３４１番９ １１

公 表

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二級河川厚沢部川水系厚沢
部川及び安野呂川、鶉川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該
区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。
これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道函館土木現業所事業部
治水課及び江差出張所に備え置いて閲覧に供する。
平成２１年８月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

支 庁 告 示

北海道十勝支庁告示第８６号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年８月１１日

北海道十勝支庁長 竹 林 孝
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 大型複写機等の賃貸借その１
� 調達をする物品等の名称
大型複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙を除く。）の供給を含
む。）１台分に係る１月当たりの単価及び１カウント当たりの単価

	 調達台数及び調達予定数量
１台及び１月当たり６，６００カウント

イ 大型複写機等の賃貸借その２
� 調達をする物品等の名称
大型複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙を除く。）の供給を含
む。）１台分に係る１月当たりの単価及び１カウント当たりの単価

	 調達台数及び調達予定数量
１台及び１月当たり９００カウント

ア及びイについては、それぞれの入札とする。
� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２１年１０月２６日から平成２６年１０月２４日まで。ただし、予算
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の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。
� 納 入 場 所
ア 大型複写機等の賃貸借その１ 北海道帯広土木現業所本所
イ 大型複写機等の賃貸借その２ 北海道帯広土木現業所大樹出張所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の賃貸借（複写機）の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを証明した者であること。

� 当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２１年８月１１日から９月１５日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前８時４５分から午後５時３０分まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目１番地

北海道帯広土木現業所企画総務部総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道帯広土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 帯広市東３条南３丁目１番地 北海道帯広土木現業所１階Ａ

会議室（送付による場合は、郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３
条南３丁目１番地 北海道帯広土木現業所企画総務部総務課）

� 入 札 日 時 平成２１年９月３０日（水）午前１１時（送付による場合は、平成
２１年９月２９日（火）までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金

平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。
７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量６０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
すべての入札金額（単価）が、北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条
第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効
な入札に限る。）をした者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額（単価）にそれ
ぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額）が最低の価格である者を落札者とする。
９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道帯広土木現業所企画総務部総務課
� 所 在 地 郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目１番地

電話番号０１５５－２６－９０９４
１０ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

ａ．lease of a large-scale copying machine No 1 1 set

ｂ．lease of a large-scale copying machine No 2 1 set

Ｂ．Bid tendering date and time : 11 : 00 A.M., September 30, 2009

(If mailed, bids must arrive no later than September 29, 2009)

Ｃ．Contact : Gereral Affairs Division, Planning and General Affairs Department, Obihiro

District Public Works Management Office, 1-banti, Higashi 3-jo, Minami 3-Chome, Obihiro,

Hokkaido 080-8588 Japan

Phone : 0155-26-9094

北海道釧路支庁告示第２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年８月１１日
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北海道釧路支庁長 田 中 正 巳
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ロータリー除雪車（２．２�／２，３００ｔ） １台
（ロータリー除雪車（２００ＰＳ）１台と交換）

� 除雪トラック ２台（１０ｔ級（６×６）（Ｓ）Ｇ散布装置１台及び１０ｔ級（６×６）
（Ｓ）Ｇ１Ｗ１台）
（除雪トラック２台（１０ｔ級（６×６）（Ａ）Ｇ１Ｗ１台及び１０ｔ級（６×６）
（Ｓ）Ｇ１Ｗ１台）と交換）

２ 落札を決定した日
平成２１年７月２９日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 ナラサキ産業株式会社
イ 住 所 札幌市中央区北１条西７丁目１番地

�ア 氏 名 東北海道日野自動車株式会社
イ 住 所 帯広市西１９条北１丁目７番６号

４ 落札金額
� ２０，６８５，０００円
� ６８，４９１，５００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年６月１９日付け北海道釧路支庁告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道釧路土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 釧路市双葉町６番１０号

道教育庁十勝教育局告示

北海道教育庁十勝教育局告示第１６号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年８月１１日

北海道教育庁十勝教育局長 秋 山 雅 行
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ８４台
� パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ４２台

２ 落札を決定した日
平成２１年７月２２日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
� 住 所 東京都港区芝５丁目２９番地１１号
４ 落札金額金額（１月当たりの単価）
� ２３５，１５８円
� ９９，１２０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年６月９日付け平成２１年北海道教育庁十勝教育局告示第１５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁十勝教育局企画総務課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目

正 誤

○平成２１年７月３１日（号外第２４号）
北海道規則第７１号（北海道財務規則の一部を改正する規則）中に次のとおり誤りがあった
ので訂正する。
ページ 欄 行
２ 左 ２９
誤 「第２項又は前項後段」
正 「第２項又は前項後段の」

２ 左 ３１
誤 「第３項又は前項後段」
正 「第３項又は前項後段の」
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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